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通学路の安全確保に向けた継続的な取組
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［プログラムの内容］ ※市町村ごとに策定
①推進体制の構築
②定期的な合同点検の実施方針
③効果把握等による対策の改善・充実
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○合同点検の実施など

継続的な取組を推進

○推進体制の構築

国からの要請（全国一斉点検）
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継続的な取組 通知
Ｈ２５．５

通学路交通安全プログラム策定 通知

地域ごとの取組
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定期的な合同点検の実施

定期的な合同点検

対策実施

対策立案

○持続的な通学路の安全確保を図るため、市町村毎に「通学路交通安全プログラム」を策定し、学校・ＰＴＡ等と

連携した定期的な合同点検の実施や効果把握を踏まえた対策の改善・充実の実施を推進。
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連絡会議等の推進体制

・教育委員会 ・学校 ・PTA ・警察
・道路管理者 ・自治会代表者 等

・ＰＤＣＡサイクルの実施方針 等

通学路交通安全
プログラム等の策定

○全国で教育委員会、ＰＴＡ等による合同点検を行い、対策の検討・実施・効果把握、その
結果を踏まえた改善を一連のサイクルとして進めることで、継続的な通学路対策を推進。

市教育委員会、道路管理者（国、県、市）、警察、学校、ＰＴＡ等による
合同点検を定期的に実施

【通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル】

側溝蓋掛けによる
歩行空間の確保

対策の報告、効果検証
次年度作業計画策定

・ＰＤＣＡサイクルの年間スケジュールを作成し、関係者が実施・報告すべき
内容・時期等を明確化することで、通学路の安全確保に向けた取組を継
続的かつ着実に推進中

Check
○対策効果の把握

Do
○対策の実施

Plan
○合同点検の実施
○対策の検討

Action
○対策の
改善・充実

【静岡県浜松市の取組例】

対策 連絡会議

合同点検

通学路の安全・安心の確保（PDCAによる通学路の継続的な安全確保の取組）
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通学路における緊急合同点検の取組状況について

箇所数

うち対策済み

対策必要箇所数 74,483 72,238

教育委員会・学校による対策箇所 29,588 29,578

道路管理者による対策箇所 45,060 42,850

警察による対策箇所 19,715 19,687

※1箇所につき複数の機関が対策を実施する場合があるため、各実施機関による対策箇所数の合計は対
策必要箇所（全体数）と一致しない。

■通学路の緊急合同点検結果に基づく対策の実施状況（平成29年度末時点）

■道路管理者による対策事例

歩道の設置 路肩のカラー拡幅
カラー舗装化

防護柵の設置 自転車通行空間の整備
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「生活道路対策エリア」の推進

○国土交通省では、 各自治体が行う身近な道路の交通安全対策を支援する 「生活道路対策エリア」 の取組の拡
大を推進しています。

〇この ｢生活道路対策エリア｣ の取組は、H28年度より開始し、現在、907エリア（417市区町村）にまで拡がってい
ます。
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【生活道路対策のイメージ図】
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道路事業における社会資本整備総合交付金

社会資本整備総合交付金

（成長力強化や地域活性化等につながる事業）

防災・安全交付金

（「命と暮らしを守るインフラ再構築」、
「生活空間の安全確保」を集中的に支援）

通学路等の生活空間における交通安全対策

道路施設の的確な老朽化・地震対策

ストック効果を高めるアクセス道路の整備

重点「道の駅」の機能強化

その他

その他

：重点配分



今後の対応

1. 国土交通省では、園児等の移動経路における交通安全の確保のため、道路管理者と

都道府県警察とが合同で点検を実施するよう 5月13日付けで通達を発出済。

＜点検の対象＞

「過去５年間で子供が当事者となった交差点での重大事故」のうち、都道府県警察が行

った点検プロセスの過程で、改善を図ることとなったもの」等

2. さらに、「園児が日常的に利用する道路」等についても、対策が必要な箇所の抽出や対

策の実施について、関係府省庁と連携して進め方を検討して参りたい。

3. 地方公共団体が行う必要な対策に対して、交付金の重点配分などの措置を検討して参

りたい。
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